
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

正
し
く
遊
ん
で
楽
し
い
花
火

。

夏
の
風
物
詩
の
一
つ
で
あ
る
花
火

、

花
火
で
遊
ぶ
時
の
注
意
事
項
等
を

も
う
一
度
確
認
し
、
正
し
い
使
用
方

法
で
、
ケ
ガ
や
事
故
の
無
い
よ
う
楽

し
く
遊
び
ま
し
ょ
う
。

．

。

１

風
の
強
い
日
に
は
花
火
を
し
な
い

２
．
注
意
書
を
必
ず
読
む
。

３
．
花
火
を
ほ
ぐ
し
た
り
、
束
ね
て

点
火
し
た
り
し
な
い
。

４
．
燃
え
や
す
い
も
の
が
無
い
安
全

な
場
所
を
選
ぶ
。

．

。

５

子
供
だ
け
で
は
花
火
を
さ
せ
な
い

６
．
水
の
入
っ
た
バ
ケ
ツ
な
ど
を
用

意
す
る
。

７
．
ゴ
ミ
は
、
必
ず
持
ち
帰
る
。

８
．
大
き
な
音
が
出
る
よ
う
な
種
類

の
花
火
は
夜
中
に
し
な
い
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

に
つ
い
て

八
雲
町
火
災
予
防
条
例
が
改
正
さ

れ
、
新
築
住
宅
に
つ
い
て
は
、
平
成

年
６
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
住

18宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付

け
さ
れ
て
い
ま
す
。
既
存
の
住
宅
に

つ
い
て
は
、
５
年
間
の
猶
予
期
間
が

あ
り
、
平
成

年
６
月
１
日
か
ら
施

23

行
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

全
国
各
地
で
は
、
住
宅
用
火
災
警

報
器
の
設
置
に
よ
り
、
早
期
の
発
見

で
火
災
の
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
た

と
い
う
事
例
が
多
数
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
の
家
庭
に
も
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
早
期
の
設
置
を
お
願

い
し
ま
す
。

落
部
の
㈱
イ
チ
ヤ
マ
マ
ル
長
谷
川

水
産
（
創
業
者

長
谷
川
實
）
が
、

創
業

周
年
を
記
念
し
て
、
八
雲
消

40

防
団
に
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
軽
消
防

車
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

７
月

日
に
行
わ
れ
た
、
八
雲
町

13

消
防
総
合
訓
練
大
会
で
受
納
式
が
行

わ
れ
、
町
、
落
部
連
合
町
内
会
か
ら

感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

軽
消
防
車
は
、
長
谷
川
水
産
の
地

元
、
八
雲
消
防
団
第
六
分
団
へ
配
置

さ
れ
ま
し
た
。

八
雲
消
防
団
に
軽
消
防
車
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た

住宅用火災警報器を設置しましょう！
ご用命は下記、八雲町消防設備協会々員まで

八 雲 町 消 防 設 備 協 会

62-3202(62-3296)

63-2631(63-2639)

62-3014(62-3377)
62-2271(62-2435)

62-2383(62-3957)

63-2231(63-2277)
63-2066(63-3002)
62-3522(62-2552)
64-2259(64-2259）

東雲町101
本町2
本町57
東町293

㈲岡田電気商会 本町55-5
㈱岩越電機 三杉町13-10

電話番号（FAX）

㈲イナミ電気工業 元町43-2 63-2324(64-2501)

住 　　所

㈱馬場商店 本町161

㈲後藤電機商会 住初町43
館脇電気工業㈱ 東雲町9-28

出雲町28 62-2578(62-4020)

小木電工社 豊河町30-9 63-3186(63-2030)
小澤電設工事㈱ 宮園町7 63-3903(63-4458)

㈲渡部電気工業

㈲BABANEN 相生町65 62-2365(62-2065)
八雲石油㈱
㈲八雲電業社
山内工業㈱

㈱角田配管工業所

《広告》

町長から感謝状が手渡される長谷川社長(右)

～ ～トイレタイム 下水道等を使用している方へのお願い

最近、下水汚泥を原料とした肥料から公定基準を超過した水銀が検出された事例が発生しました。

幸い、当町では、検出された例はありませんが、下水汚泥の有効利用のためにも、今後とも、下水道

の適正な使用をお願いするとともに、万一、水質に影響が考えられる場合は、除外施設の設置等をお願

いします。

また、すでに除外施設を設置されている事業所等につきましては適切な維持管理をお願いします。

下水道への接続、水洗化のご相談は「排水設備指定工事店」へ。◆

役場担当へもお気軽にご相談を 上下水道課下水道係または総合支所地域振興課へ◆

町道民税の第２期分と国民健康保険税の第３期分の納期限は、９月１日です。


